
総務産業委員会報告書 
 

   令和4年11月29日 

 

備前市議会議長 守 井 秀 龍  殿 

 

委員長 山 本   成 

   

 

令和4年11月29日に委員会を開催し、次のとおり議決したので議事録を添えて報告する。 

 

記 

 

案    件 審査結果 少数意見 

議案第102号 備前市長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正

する条例の制定について 
原案可決 なし 

議案第103号 備前市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

の制定について 
原案可決 なし 

議案第104号 備前市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関

する条例の一部を改正する条例の制定について 
原案可決 なし 
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総 務 産 業 委 員 会 記 録 

 

招 集 日 時 令和4年11月29日（火） 本会議休憩中 

開議・閉議 午前10時50分 開会  ～ 午前10時56分  閉会 

場所・形態 委員会室 会期中(第5回定例会) の開催 

出 席 委 員 委員長 山本 成 副委員長 内田敏憲 

 委員 尾川直行  石原和人 

  森本洋子  藪内 靖 

  松本 仁   

欠 席 委 員 なし    

遅 参 委 員 なし    

早 退 委 員 なし    

列 席 者 等 議長 守井秀龍   

傍 聴 者 議員 青山孝樹 奥道光人  

 報道 なし 一般 なし 

説 明 員 総務部長 今脇典子 総務課長 春森弘晃 

審 査 記 録 次のとおり    
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              午前１０時５０分 開会 

○山本委員長 ただいまの御出席は７名でございます。定足数に達しておりますので、これより

総務産業委員会を開会いたします。 

 それでは、ただちに本員会に付託された議案の審査を行います。 

************************* 議案第102号の審査 ************************* 

まず、議案第１０２号備前市長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定

について審査を行います。 

 議案第１０２号について質疑を希望される方の発言を許可します。 

○松本委員 期末手当というのは、世間で言う一時金のことで解釈していいのか。 

○春森総務課長 ボーナスのことです。 

○石原委員 この条例を改正することでの影響額はどれくらいになるのか。 

○春森総務課長 この条例に関する部分は、１７万円くらいを予定している。 

○山本委員長 ほかにありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようですので、質疑を終了してよろしいですか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 御異議なしと認めます。よって、質疑を終結いたします。 

 これより議案第１０２号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 御異議なしと認めます。よって、議案第１０２号は原案のとおり可決されました。 

 以上で、議案第１０２号の審査を終わります。 

************************* 議案第103号の審査 ************************* 

 次に、議案第１０３号備前市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について審

査を行います。 

 議案第１０３号について質疑を希望される方の発言を許可します。 

○石原委員 改正することによる影響額をどれほど見込んでいるのか。 

○春森総務課長 全体としては、公営企業会計とか病院事業を含めおよそ２千万円となってい

る。あくまでも賞与の額になるので、これに対し共済費とか影響があるが、手当の額としては２

千万円ほどの増となる見込みです。 

○山本委員長 ほかにありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようですので、質疑を終了してよろしいですか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 御異議なしと認めます。よって、質疑を終結いたします。 
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 これより議案第１０３号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 御異議なしと認めます。よって、議案第１０３号は原案のとおり可決されました。 

 以上で、議案第１０３号の審査を終わります。 

************************* 議案第104号の審査 ************************* 

 次に、議案第１０４号備前市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部

を改正する条例の制定について審査を行います。 

 議案第１０４号について質疑を希望される方の発言を許可します。 

○石原委員 第１条について、任期付き職員は、現時点でどの部署へ何名対象となる方がいるの

か。 

○春森総務課長 教育委員会５名、市長部局総務部１名です。 

○山本委員長 ほかにありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようですので、質疑を終了してよろしいですか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 御異議なしと認めます。よって、質疑を終結いたします。 

 これより議案第１０４号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 御異議なしと認めます。よって、議案第１０４号は原案のとおり可決されました。 

 以上で、議案第１０４号の審査を終わります。 

 以上で、総務産業委員会を閉会いたします。 

              午前１０時５６分 閉会 


